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ゆぽか健康講 座

会 場：やまぶし温泉  ゆぽか  大広間

～10月の健康講座～
10月22日（木）13：30～15：00
◎テーマ　「ラフターヨガで健康づくりパートⅠ」
◎講　師　ここぴとの会　山口 考子 氏
～11月の健康講座～
11月26日（木）13：30～15：00
◎テーマ　「 ラフターヨガで健康づくりパートⅡ」
◎講　師　ここぴとの会　山口 考子 氏
▶問合せ  やまぶし温泉ゆぽか ☎62－4855
　　　　  羽黒庁舎市民福祉課 ☎62－2111（内線506） ▶問合せ  羽黒庁舎総務企画課 ☎62－2111（内線228）

　羽黒コミュニティセンター２階『はぐろ
ギャラリー』や1階ロビーでは、作品展示
をしています。ぜひご覧ください。

【今後の展示予定（詳しい日程はお問い合わせください）】

　　◦11月　羽黒高等学校美術部 作品展

はぐろギャラリーからのお知らせはぐろギャラリーからのお知らせ

　9月8日に羽黒コミュニティセンターで「地域とつ
ながること」をテーマに、羽黒中学校、羽黒高校の生
徒から大人までの６６人が参加し話し合いが行われま
した。様々な世代間で活発な意見交換が行われ、参加
者からは「あいさつから地域とつながっていきたい」 
「違う世代の考えを知ることができて良かった」など
の感想が聞かれまし
た。
▶主催：鶴岡市青少
年育成市民会議羽黒
地区会議　事務局：
羽黒庁舎総務企画課

▶期日  10月13日（火）10：00～11：30
▶会場  羽黒コミュニティセンター
▶講師  佐藤 しおり 氏（健康運動指導士）
▶内容  エアロビクス、ストレッチ体操、筋トレなどの運動
▶持ち物など  内ズック、バスタオル、動きやすい服装
▶問合せ  羽黒庁舎市民福祉課 ☎62－2111（内線507）
※申し込みは不要です。当日会場へお越しください。

☆★☆★ 無料体験日の開催 ☆★☆★

だんだんのお知らせ運動教室だんだんのお知らせだんだんのお知らせ運動教室運動教室 は ぐ ろ 大 家 族 会 議

　8月26日から9月1日にかけ、出羽三山神社の山伏修行・「羽黒
派古修験道秋の峰入り」が行われました。山伏たちは手向地区宿坊
街から随神門をくぐり、羽黒山に入り山中にある吹越堂を中心に、
山中の拝所をまわるなど、7日間の修行を行いました。今年は地元
住民を中心に約160名の山伏が入峰しました。

出羽三山神社秋の峰入り出羽三山神社出羽三山神社秋の峰入り秋の峰入り

半澤満氏による半澤満氏による「ふる里絵画展」と作品の寄贈「ふる里絵画展」と作品の寄贈「ふる里絵画展」と作品の寄贈
～ふる里への想いを～～ふる里への想いを～

　9月12日から14日の間、羽黒コミュニティセンターにて羽黒出身 
の画家半澤  満氏の喜寿・個展通算80回・画業45周年を記念した、 
「ふる里絵画展」が開かれました。これを記念して鶴岡市に「月山の四季」
と題した50号作品４点の寄贈があり、市長が目録を受け取りました。
　なお、この作品4点はアートフォーラムの常設展示を中心に展示を予
定しております。
▶問合せ  羽黒庁舎総務企画課 ☎62－2111（内線222）
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　　　か た り 調 査 に ご 注 意 く だ さ い　　　
　国勢調査員を装った不審な訪問、電話、メールなどにご注意ください。調査活動において、金銭の要求や、銀
行口座、クレジットカード番号等を聞くことはありません。上記以外のケースであってもなにか不審に思った際
は、下記の羽黒庁舎総務企画課もしくは国勢調査コールセンターまでお問い合わせください。

　 　 　 　 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 　 　 　 　
　国勢調査に従事する者には、個人情報を保護するための厳格な守秘義務があり、調査票の記入内容は厳重に守
られます。また調査票に記入いただいた内容は、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません。

国勢調査は、国の最も基本的で重要な統計調査として、日本に居住する全ての人を対象として実施します。

　◉ 調 査 日：平成27年10月1日（木）　午前0時現在

　◉ 調査対象：平成27年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯

　◉ 調査項目： 世帯員に関する事項：男女の別、出生の年月、就業状態など13項目 
世帯に関する事項：世帯の種類、住居の種類、住宅の建て方など4項目

仕事の内容・連絡先までもれなく記入を

10月1日以後は紙の調査票による調査となります
※ 9月に配布したインターネット回答を利用し、回答、提出していだたいた世帯はその時点で 
調査終了となります。

◎

 『調査票』（写真右上）に記入する際は必ず黒の鉛筆かシャー
プペンを使用してください。（ボールペン使用不可）

◎

 記載内容についてお問い合わせする場合がございますので、
連絡先は必ずご記入ください。

◎

 『調査票の記入のしかた』（写真左上）を参考に、『調査票』 
（写真右上）の全ての質問に過不足なく回答してください。

⬅ 事業と仕事の書き方について（写真左）　

◎  

二つ以上の異なった仕事をしている人は主な仕事
（仕事をした時間が最も長いもの）の内容をひとつ
だけ記入します。

◎

 『調査票の記入のしかた』P8～13を参考に事業の
内容、本人の仕事の内容まで詳細にご記入ください。

（調査票）

（事業と仕事の書き方の例）

（調査票の記入のしかた）

▲

調査に関する問合わせ：�羽黒庁舎総務企画課TEL62-2111（内線225）�
国勢調査コールセンター　TEL�0570-07-2015 �
� （IP電話の場合　TEL�03-4330-2015）

※コールセンターの設置期間：平成27年10月31日まで
　受付時間　8：00〜21：00（土・日・祝日もご利用できます。）

平成27年  国勢調査について


